
議 第 ２ ９ 号  

 

西 山 町 地 区 有 償 運 送 の 実 施 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 西 山 町 地 区 有 償 運 送 の 実 施 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す る 。  

令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 西 山 町 地 区 有 償 運 送 の 実 施 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 西 山 町 地 区 有 償 運 送 の 実 施 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年

条 例 第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 中 「 生 活 」 を 「 生 活 等 」 に 改 め る 。  

第 ３ 条 中 「 （ 以 下 「 対 象 者 」 と い う 。 ） 」 を 削 り 、 「 そ の 親 族 そ の

他 同 地 区 に お い て 日 常 の 用 務 を 有 す る 者 」 を 「 当 該 地 区 を 来 訪 す る

者 」 に 改 め る 。  

第 ４ 条 第 １ 項 中 「 運 行 路 線 」 を 「 運 行 区 域 」 に 改 め る 。  

第 ５ 条 の 見 出 し を 「 （ 利 用 申 込 み と 受 諾 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 項 を

次 の よ う に 改 め る 。  

有 償 運 送 を 利 用 す る 者 （ 以 下 「 乗 客 」 と い う 。 ） は 、 あ ら か じ

め 運 行 管 理 者 に 利 用 申 込 み を し な け れ ば な ら な い 。  

第 ５ 条 第 ２ 項 中 「 乗 務 員 」 を 「 運 行 管 理 者 」 に 、 「 申 出 を 許 可 」

を 「 申 込 み を 受 諾 」 に 改 め 、 同 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 中 「 対 象 者 」 を

「 乗 客 」 に 改 め る 。  

第 ６ 条 第 １ 項 中 「 前 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 許 可 を 受 け た 者 （ 以 下 「 乗

客 」 と い う 。 ） 」 を 「 乗 客 」 に 改 め る 。  
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別 表 第 １ を 次 の と お り 改 め る 。  

区 分  １ 日 当 た り の 額  

大 人  ４ ０ ０ 円  

高 校 生  ２ ０ ０ 円  

中 学 生 以 下  無 料  

備 考  

 １  使 用 料 は 、 乗 車 す る 当 日 の 最 初 の 乗 車 時 に 納 付 す る 。 乗 客 は 、

納 付 時 に 乗 務 員 が 発 行 す る １ 日 乗 車 券 を 提 示 す れ ば 、 当 日 限 り 、

何 度 で も 乗 車 す る こ と が で き る 。  

 ２  使 用 料 の 区 分 の う ち 大 人 は 、 １ ８ 歳 以 上 の 者 （ た だ し 、 高 校 生

は 除 く 。 ） と す る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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参
考
資
料

 

新
潟
県
柏
崎
市
西
山
町
地
区
有
償
運
送
の
実
施
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
４
年
３
月
２
２
日
条
例
第
５
号
）

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
有
償
運
送
の
実
施
）
 

第
２
条
 
市
長
は
、
西
山
町
地
区
の
う
ち
、
法
第
３
条
に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
が
実
施
さ

れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
現
に
有
償
運
送
以
外
に
生
活
等
の
た
め
の
移
動
手
段
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い

と
認
め
る
区
域
に
お
い
て
、
有
償
運
送
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
有
償
運
送
の
対
象
者
）
 

（
有
償
運
送
の
実
施
）
 

第
２
条
 
市
長
は
、
西
山
町
地
区
の
う
ち
、
法
第
３
条
に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
が
実
施
さ

れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
現
に
有
償
運
送
以
外
に
生
活
の
た
め
の
移
動
手
段
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
と

認
め
る
区
域
に
お
い
て
、
有
償
運
送
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
有
償
運
送
の
対
象
者
）
 

第
３
条
 
有
償
運
送
の
対
象
者
は
、
西
山
町
地
区
に
在
住
す
る
住
民
及
び
当
該
地
区
を
来
訪
す
る
者
と

す
る
。
 

 

第
３
条
 
有
償
運
送
の
対
象
者
（
以
下
「
対
象
者
」
と
い
う
。
）
は
、
西
山
町
地
区
に
在
住
す
る
住
民

及
び
そ
の
親
族
そ
の
他
同
地
区
に
お
い
て
日
常
の
用
務
を
有
す
る
者
と
す
る
。
 

 

（
有
償
運
送
の
実
施
方
法
）
 

（
有
償
運
送
の
実
施
方
法
）
 

第
４
条
 
市
長
は
、
有
償
運
送
の
実
施
に
当
た
り
、
運
行
区
域
、
運
行
経
路
、
運
行
日
、
運
行
時
刻
、

停
留
所
、
運
行
車
両
、
運
行
管
理
者
等
の
従
事
者
等
の
業
務
内
容
そ
の
他
有
償
運
送
の
実
施
に
必
要

な
事
項
を
別
に
定
め
る
。
 

第
４
条
 
市
長
は
、
有
償
運
送
の
実
施
に
当
た
り
、
運
行
路
線
、
運
行
経
路
、
運
行
日
、
運
行
時
刻
、

停
留
所
、
運
行
車
両
、
運
行
管
理
者
等
の
従
事
者
等
の
業
務
内
容
そ
の
他
有
償
運
送
の
実
施
に
必
要

な
事
項
を
別
に
定
め
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

（
利
用
申
込
み
と
受
諾
）
 

（
乗
車
の
許
可
）
 

第
５
条
 
有
償
運
送
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
乗
客
」
と
い
う
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
運
行
管
理
者
に

利
用
申
込
み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
５
条
 
対
象
者
は
、
運
行
車
両
へ
の
乗
車
を
行
う
と
き
は
、
直
接
、
乗
務
員
に
申
し
出
る
こ
と
と
す

る
。
 

２
 
市
長
は
、
運
行
管
理
者
を
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
を
除
き
、
前
項
に
規

定
す
る
申
込
み
を
受
諾
す
る
も
の
と
す
る
。
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
 

２
 
市
長
は
、
乗
務
員
を
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
を
除
き
、
前
項
に
規
定
す

る
申
出
を
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(１
) 

乗
客
が
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。
 

(１
) 

対
象
者
が
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。
 

(２
) 

乗
客
が
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
に
従
わ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。
 

(３
) 

（
略
）
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 

対
象
者
が
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
に
従
わ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。
 

(３
) 

（
略
）
＿
＿
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
使
用
料
）
 

（
使
用
料
）
 

第
６
条
 
市
長
は
、
乗
客
か
ら
、
別
表
第
１
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
料
を
徴
収
す
る
も
の
と

す
る
。
 

第
６
条
 
市
長
は
、
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
乗
客
」
と
い
う
。
）
か

ら
、
別
表
第
１
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
料
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

 
 

別
表
第
１
（
第
６
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
６
条
関
係
）
 

区
分
 

１
日
当
た
り
の
額
 

大
人
 

４
０
０
円
 

高
校
生
 

２
０
０
円
 

中
学
生
以
下
 

無
料
 

 

区
分
 

１
日
当
た
り
の
額
 

大
人
 

２
０
０
円
 

小
人
 

１
０
０
円
 

幼
児
 

無
料
 

 

備
考
 

１
 
使
用
料
は
、
乗
車
す
る
当
日
の
最
初
の
乗
車
時
に
納
付
す
る
。
乗
客
は
、
納
付
時
に
乗
務
員

が
発
行
す
る
１
日
乗
車
券
を
提
示
す
れ
ば
、
当
日
限
り
、
何
度
で
も
乗
車
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

２
 
使
用
料
の
区
分
の
う
ち
大
人
は
、
１
８
歳
以
上
の
者
（
た
だ
し
、
高
校
生
は
除
く
。
）
と
す

る
。
 

備
考
 

１
 
使
用
料
は
、
乗
車
す
る
当
日
の
最
初
の
乗
車
時
に
納
付
す
る
。
乗
客
は
、
納
付
時
に
乗
務
員

が
発
行
す
る
１
日
乗
車
券
を
提
示
す
れ
ば
、
当
日
限
り
、
何
度
で
も
乗
車
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

２
 
使
用
料
の
区
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 

大
人
 
中
学
生
以
上
の
者
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 

小
人
 
小
学
生
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(３
) 

幼
児
 
小
学
校
就
学
前
の
者
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